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泉 佐 情 審 第 ３ 号 

平成２４年７月３１日 

 

泉 佐 野 市 教 育 委 員 会 様 

 

泉 佐 野 市 情 報 公 開 審 査 会 

会 長   松  田  聰  子 

 

 

泉佐野市情報公開条例第１５条第１項の規定に基づく諮問について（答申） 

 

 

平成２３年９月２１日付け泉佐学学第１１６１号で諮問のあった異議申立て事案につい

て、下記のとおり答申します。 

 

記 

 

１ 審査会の結論 

泉佐野市教育委員会が平成２３年８月１８日付け泉佐学学第９３４－２号により行っ

た情報不存在の決定は、妥当である。 

 

 

２ 異議申立ての経緯 

⑴ 異議申立人は、平成２３年８月４日、泉佐野市情報公開条例（平成１１年泉佐野市

条例第２７号）第９条第１項の規定により、泉佐野市教育委員会（以下「実施機関」

という。）に対し、「泉佐野市立中央小学校長○○○○氏に係る平成２２年１１月１

８日から平成２３年８月４日までの旅行命令簿及び復命書内部決裁文書一式全部」の

情報公開請求（以下「本件請求」という。）を行った。 

⑵ 実施機関は、異議申立人に対し、本件請求のうち「旅行命令簿」については、「旅

費請求一覧」を請求文書として特定し、平成２３年９月１８日付け泉佐学学第９３４

－１号により公開決定処分を行った。一方、本件請求のうち「復命書内部決裁文書」

（以下「本件請求文書」という。）については、「作成していないため」との理由に

より、同日付け泉佐学学第９３４－２号により情報不存在決定処分（以下「本件処

分」という。）を行った。 

⑶ 異議申立人は、本件処分に不服があるとして、平成２３年９月９日、行政不服審査

法（昭和３７年法律第１６０号）第６条の規定により、実施機関に対して異議申立て

を行い、実施機関は、同日これを受理した。 
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３ 異議申立人の主張の要旨 

 ⑴ 異議申立ての趣旨 

本件処分を取り消すとの決定を求める。  

⑵ 異議申立ての理由 

異議申立人の主張は、おおむね以下のとおりである。 

ア 公務員の出張については、旅行命令簿と合わせて、復命書は必ず存在しなければ

ならないものであり、復命書がなければ、出張旅費は支給されないはずである。 

イ 口頭により復命することは認められず、また、本件に係る出張は軽易な事項には

当たらない。 

以上のことから、本件処分は虚偽の決定であり、違法、不当である。 

 

 

４ 実施機関の主張の要旨  

実施機関の主張は、おおむね以下のとおりである。  

 ⑴ 泉佐野市立学校（以下「学校」という。）に勤務する教職員については、泉佐野市

教育委員会に関する規則（平成６年泉佐野市教育委員会規則第５号）第１５条が「学

校園に勤務する教職員の任免、給与、服務、分限、懲戒等に関しては、法令その他に

定めがあるものを除き、大阪府の教職員に関する規定を準用する」と規定しており、

学校教職員の出張等の手続に関して、大阪府の条例、規則等の規定が適用されるため、

大阪府立学校に勤務する教職員の例によることになる。 

⑵ 大阪府立高等学校等の管理運営に関する規則（昭和３２年大阪府教育委員会規則第

４号。以下「府管理運営規則」という。）第１０条第１項第１号は、校長の専決事項

として「校長及び職員の出張、休暇その他服務の処理に関すること」と規定している

ことから、校長は、校長及び教職員の出張を命令する権限を有している。 

⑶ 校長の出張については、校長自身が出張命令を行う権限を有していることから、特

に復命書を作成する必要はないと考えられる。また、大阪府立高等学校等処務規程

（昭和５５年大阪府教育委員会教育長訓令第１０号。以下「府処務規程」という。）

第１４条ただし書は、「軽易な事項については口頭で復命することができる」と規定

している。よって、本件請求文書に該当する復命書を作成する義務はなく、本件請求

文書を作成していない。 

  以上のことから、本件請求文書は存在しないため、本件処分に違法、不当な点はない。  

 

 

５ 審査会の判断  

当審査会では、異議申立人の異議申立書及び口頭による意見陳述並びに実施機関の弁

明書、口頭による意見陳述及び実施機関が提出した説明資料等に基づき、本件処分の妥

当性について調査、審議した結果、次のように判断する。 
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⑴ 本件請求文書について 

本件請求文書は、中央小学校長の平成２２年１１月１８日から平成２３年８月４日

までの間の出張に関する復命書内部決裁文書である。異議申立人は本件請求文書の存

在を主張しているが、実施機関は、情報不存在決定処分を行っていることから、本件

請求文書の保有の有無について検討する。 

⑵ 学校における出張手続について 

ア 法令等の規定 

学校に勤務する教職員については、泉佐野市教育委員会に関する規則第１５条で

「学校園に勤務する教職員の任免、給与、服務、分限、懲戒等に関しては、法令その

他に定めがあるものを除き、大阪府の教職員に関する規定を準用する」と規定されて

いることから、学校教職員の出張等の手続に関しては、大阪府立学校に勤務する教職

員の例によることになる。 

そこで、大阪府立学校に勤務する教職員に関する規定を見れば、府管理運営規則第

１０条は、「校長及び職員の出張、休暇その他服務の処理に関すること」を校長の専

決事項と定め（第１項第１号）、また、府処務規程第１４条は、出張の復命に関して

「出張した職員は、その用務が終わったときは速やかに帰校し、復命書を提出しなけ

ればならない。ただし、軽易な事項については口頭で復命することができる」と規定

している。 

イ 出張手続 

学校における出張手続は、以下の手続によっていることが認められる。すなわち、

出張を命じられた者は、「旅行命令簿兼旅行明細書」に氏名、職員番号、旅行年月日、

用務及び旅行明細（交通機関の利用経路等）を記入した上、命令権者である校長の決

裁を受け、出張終了後、出張命令権者に対して復命書を提出し、又は口頭で復命する。  

出張旅費については、事務担当者が決裁後の「旅行命令簿兼旅行明細書」に基づき

大阪府教育委員会のサーバーと接続しているパソコンに情報を入力した後、「旅費請

求一覧」を出力し、校長が押印することにより、出張旅費に関する手続が完了する。 

⑶ 異議申立人及び実施機関の主張について 

ア 異議申立人は、旅行命令簿と合わせて復命書は必ず存在しなければならないと主

張している。府処務規程第１４条は「出張した職員は、その用務が終わったときは

速やかに帰校し、復命書を提出しなければならない」と規定し、出張した者には復

命書の提出が義務付けられている。しかし、同条ただし書は「軽易な事項について

は口頭で復命することができる」と規定していることから、口頭での復命も認めら

れているものであり、全ての出張に復命書の提出が要求されているわけではない。 

イ 異議申立人は、口頭により復命することは認められず、また、本件に係る出張は

軽易な事項には当たらないと主張している。しかし、口頭による復命が認められて

いるのは、アで述べたところである。また、当該出張が軽易な事項であるかどうか

の判断は、府管理運営規則第１０条第１項第１号で校長の専決事項として規定され

ていることから、出張に関して専決権限を持つ校長が行うものである。したがって、
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本件請求文書が不存在であるとした実施機関の判断について、特に不合理な点はな

く、その判断に違法、不当な点はない。 

 

以上の理由により、当審査会は「１ 審査会の結論」のとおり答申する。  

 

 

６ 審議等の経過  

当審査会は、本件異議申立てについて、次のとおり審議等を行った。  

年  月  日 審 議 等 の 経 過 

平成２３年 ９月２１日  実施機関から諮問書を受理  

平成２４年 １月３０日  実施機関から弁明書を受理  

平成２４年 ３月２０日  

異議申立人及び実施機関から意見を聴取 

（第４回情報公開審査会） 

平成２４年 ５月 ７日  

実施機関から意見を聴取 

審議 

（第５回情報公開審査会） 

 

 

 


